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コンプライアンス委員会の設置について  
 

保険募集業務は、保険業法や消費者保護に関する諸法令によって厳しく規制されており、コンプラ

イアンス（法令遵守）の徹底は、企業信用を保持するうえで大変重要な要素となります。特に顧客情

報の取扱いについては、顧客のプライバシー保護の観点等から、慎重かつ厳密な管理が求められてい

ます。当社は違法行為や反社会的行為によって、顧客や投資家などの信用を失うことがないよう、法

令・諸規則についての教育を徹底し、社会の公器に相応しい企業文化を醸成して行くと共に、社内規

則やマニュアルの徹底した整備を図ることによって、常にコンプライアンスの強化を目指してまいり

ました。これらの活動をより確かなものとするため、コンプライアンス委員会を設置いたしました。 

 

１．コンプライアンス委員会のメンバー  

・ 委 員 長・・・弊社代表取締役社長 

・ 副委員長・・・弊社最高執行責任者 

・ 社外委員・・・弊社顧問弁護士、弊社顧問会計士   計３名  

・ 社内委員・・・弊社役員、弊社内部監査担当幹部社員 計２名 

 

２. コンプライアンス委員会の機能 

・当社グループ各社におけるコンプライアンス経営の維持、向上、推進を指導・支援します。  

・当社グループ各社におけるコンプライアンス状況を調査・監査し、改善を勧告します。  

・コンプライアンス経営を周知徹底させるために、教育、啓蒙等の必要な施策を指導します。  

・スピークアップ制度に基づく通報があれば、速やかに事態を調査し、対応案と再発防止案を策定の

うえトップマネジメントに具申し、対応策について関係部門へ勧告します。  

 

３．スピークアップ制度（内部告発者保護制度）の導入 

  コンプライアンス違反、またはその恐れに関する社内情報を収集するためのスピークアップ制度を導

入いたします。いわゆる内部告発による情報の収集がコンプライアンス経営にとって非常に重要となっ

ており、コンプライアンス委員会にこのような内部情報が適時に提供されることを促進するため、内部

告発者が社外委員である顧問弁護士に直接情報を提供する途を作ります。 

 社外委員である顧問弁護士は、情報提供者を特定し得る情報を開示することなく、当該内部情報をコ

ンプライアンス委員会に諮る制度としています。 

 

以 上 


